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視 察 日 視 察 先 視  察  目  的 

７月１３日 兵庫県丹波市 

定住促進の取り組みについて 
・住まいづくり課が推進する総合的な移住・定

住促進策について 
・空き家の利活用について 
・仕事情報サイト「たんばの仕事」について 

７月１４日 京都府綾部市 

定住促進の取り組みについて」 
・「水源の里条例」制定以後の定住対策促進、

都市との交流促進、地域産業の育成、インフ

ラ整備などの取り組みについて 
・「定住促進条例」による全市的な取り組みに

ついて 
・空き家を活用した定住促進対策等について 
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兵庫県丹波市 

【丹波市の状況】 

丹波市は、兵庫県の中央東部に位置しており、平成１６年に旧氷上郡６町が合併し

て誕生した市である。京阪神地域からＪＲや自動車で２時間圏域にあり、市内南部地

域は阪神都市圏と、北部地域では京都府と、それぞれ深い関わりを持っている。 

市（合併前旧６町）の人口は、平成７年の国勢調査人口７万３,９８８人をピークに

減少が続いており、平成２９年３月末では６万５,８１０人にまで減少している。こう

した人口減少を踏まえ、総合計画におけるリーディングプロジェクトに「定住化促

進・少子化対策プロジェクト」を掲げ、定住化につながる交流人口の拡大と、出生を

伴う世代のＵ・Ｉターンを促進し、生産年齢人口を増やす施策に取り組むこととした。 

 

【住まいづくり課による総合的な施策展開】 

丹波市では、住宅政策や空き家対策、定住対策、市の宅地分譲等を所管する「建設

部住まいづくり課」が市の移住・定住施策について総合的に取り組んでいる。 

具体的には、住まいるバンク（空き家バンク）による「住まい」、仕事情報サイト

による「仕事」、ネットワーク会議などを通じた「人とのつながり」によって、移

住・定住希望者に対する情報発信と相談が一元的になされ、定住希望者のニーズにワ

ンストップで対応できるようになっている。特に、住まいるバンクと仕事情報サイト

には、総務省の制度による地域おこし協力隊が関わっており、希望者にとって身近で

相談しやすい体制となっている。さらに、移住・定住後のフォロー体制については、

平成２９年度からワンストップ窓口の業務に「移住後の悩み相談対応等のサポート」

を追加し、移住者同士や地域住民が繋がり、情報交換や相互の価値観を共有して、移

住者、地域住民、移住希望者の３者をネットワーク化するための「ＴＵＲＮＳネット

ワーク会議（仮称）」を立ち上げて取り組もうとしている。 

 

【空き家対策を基礎とした住宅支援施策】 

丹波市では、平成２６年に「丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する

条例」を制定し、空き家の適正管理と、地域資源としての利活用の促進を図ることと

した。空き家等対策計画の施策目標には、発生予防対策と同時に、空き家の有効活用

を掲げており、空き家対策に係る施策として、さまざまな補助制度が展開されている。 

特徴的なものとして、Ｕ・Ｉターン住宅取得住まいる奨励金があり、これは、新た

に２世帯同居をするために住宅を新築・新規購入及び改修する費用の一部を補助する

もので、上限２０万円で市内全域に適用される。また、住まいるバンク登録物件につ
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いて、所有者や移住・定住する購入者等が空き家物件を改修する費用の補助や、家財

道具を撤去・処分する費用の補助、空き家を改修して起業する費用の補助がある。 

さらに、固定資産税納税通知を送付する際に、住まいるバンク登録制度の周知文書

を同封し、空き家となっている家屋の所有者に制度を紹介することで、登録物件の確

保に努めるよう取り組んでいる。 

 

【就労に関する情報提供】 

移住・定住を考える際には「就労」に関する情報が求められていることから、平成

２８年に移住・定住希望者のための仕事情報サイト「たんばの仕事」を開設している。

このサイトでは、移住・定住希望者に対して、勤務地や給与などの一般的な求人情報

に加え、経営者の思い、仕事の本質、働いている方の声などをインタビュー形式で紹

介し、田舎には魅力的な仕事がないというイメージの払しょくや、仕事のやりがいや

魅力といった情報を提供している。 

 

【今後の展開】 

定住施策は、住まいづくり課を中心とするが、各事業は市直営や外部委託等が混在

し、委託先も様々であることから、定住促進を総合的・一体的に進めていくため、情

報発信と移住・定住のニーズ対応等の全般を担う「定住促進センター（仮称）」を市

の中心に設置する予定である。また、中間支援組織を設立し、地域の歴史的建造物や

古民家等の空き家を活用した地域マネジメントを行い、空き家の問題の解決を図りな

がら、地域課題の解消、観光振興や移住・定住の促進や雇用創出につなげていくとの

ことであった。 

 

【所感】 

移住・定住については、企画部門が所管する市が多い中、建設部住まいづくり課が

担うことで、「住む」という視点から対象者の受け入れと支援が達成できることは非

常に有効であると感じた。人口減少対策が地方自治体の喫緊の課題である以上、定住

促進を主眼に置いた体制整備は、今後検討していくべき重要な課題である。 

また、市の運営する住まいるバンクでは、民間の不動産会社が保有する物件も情報

提供されていることから、市としての「人口を増やす」ということに対する強い気概

が伝わってきた。 
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人口維持に対する住まいづくり課の考え方は、様々なスキルを持ったＵ・Ｉターン

の市民を獲得し、彼らが地域で活躍できることが重要であるとのことであった。亀山

市にも、市外から定住し、活躍されている市民が存在するため、これらの方々と協力

し、その存在を発信することで定住者の誘引につなげていくことは有効である。 

また、移住・定住に当たっては就労の場の不足が課題ではないかとの問いに対し、

「企業への就職だけではなく、地域での課題解決が仕事になることもある。生活費も

少なくて済むので、地域で元気に活躍できるという価値観も発信していきたい。」と

いう回答は、丹波市の定住促進の方針を表しており印象的であった。 

なお、丹波市においても、中山間地域の人口流出・減少に係る問題があるが、特に

有効な方策が見出せない状況であり、地方自治体に共通の課題であることを認識した。 
 
 

  丹波市にて 
 
 
 

京都府綾部市 

【綾部市の状況】 

綾部市は、京都府の中央北寄りに位置しており、豊かな自然環境とものづくりを中

心とする産業集積があり、京阪神地域と日本海地域をつなぐ交通の要衝であることな

どから亀山市との共通点が多い。 

市の人口は、市制施行時の昭和２５年以降減少傾向が続いており、平成２２年には

３万５,８３６人と、６０年間で１万８,２１９人（３３．７％）も減少している。平成

２９年３月末の段階では人口３万４,２７９人であり、過去５年間で平均４４７人が減

少しており、今後もこの傾向は続くものと推計される。 

総合計画では「住んでよかった…ゆったりやすらぎの田園都市・綾部」を掲げ、２

０２０年推計で３万３,０００人を上回る人口を確保するため、「医」「職」「住」

「教育」「情報発信」による定住促進を進めている。 
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【早期からの取り組みと体制構築】 

綾部市では、平成１２年に「里山ねっと・あやべ」を開設し、廃校を活用した都市

との交流拠点施設を整備して、都市との交流により、田舎暮らしを発信し、移住・交

流人口へのアプローチを開始した。 

平成１８年には、綾部市水源の里条例を制定し、限界集落を水源の里として、その

再生・振興のため、Ｕ・Ｉターン者の定住対策、都市との交流の推進、地場産業の開

発と育成、地域の暮らし向上のための生活基盤の整備を図ることを掲げ、推進してき

た。また、これを契機に、全国の限界集落を持つ市町村に呼びかけ、全国水源の里連

絡協議会を立ち上げており、現在１７０団体が加盟し、国への要望や情報共有を図っ

ている。 

平成２３年における第５次綾部市総合計画の策定時には、観光交流課、定住促進課、

水源の里・地域振興課を配した定住交流部（平成２９年度から定住・地域政策課）を

設置した。さらには、定住促進について市民・事業者・行政の役割を明確化し、全市

的に取り組むための機運の醸成を図るため、平成２６年４月に綾部市住みたくなるま

ち定住促進条例を制定し、市を挙げて定住を促進している。 

 

【定住サポート総合窓口によるワンストップ対応】 

綾部市では、平成２０年度に企画部企画広報課に「あやべ定住サポート総合窓口」

を設置し、空き家登録制度や定住希望者相談窓口を開設することにより、希望者への

情報発信と定住相談のワンストップ化を図っている。特に空き家登録バンクについて

は、行政と市民、事業者が連携・協力して運用しており、実態調査による物件把握が

進み、登録物件が充実している状況である。さらに、登録している空き家の流動化を

促進させるため、空き家提供者に対する報奨金を給付するとともに、市外在住者の固

定資産税納税通知の封筒に空き家提供依頼シールを貼って制度周知に努めている。 

同市では、定住希望者に対する空き家の売買・賃貸契約時の法的手続について市内

宅建業者に委託し、手続の迅速化・適正化を図るとともに、行政が定住希望者に地域

のルールを丁寧に説明することで移住の不安を軽減している。また、行政担当者が定

住者宅を訪問しての相談活動により、定住後もきめ細やかな支援を実施している。 

また、ホームページや希望者へのメールマガジン配信により、市内イベントや空き

家の情報発信を行うとともに、気候が厳しい冬季に空き家見学ツアーを開催すること

で、定住希望者に正確な情報を提供するよう努めているとのことであった。 
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こうした取り組みにより、市の定住実績は、平成２０年度から平成２８年度までの

間に合計１７９世帯、４３５人となり、全国でも第３位となっている。 

 

【その他の定住者誘導施策】 

綾部市では、市が１０年間無償で借りて改修を行った空き家を、５０歳未満の定住

希望世帯に家賃３万円で３年間賃貸する「お試し住宅」を運営し、空き家バンク登録

物件による定住化までのつなぎとしている。また、Ｕ・Ｉターンによる定住者・移住

者に対し、信用金庫との提携により、空き家購入・改修の経費借入において市が債務

保証を行う融資あっせん制度を整備している。 

さらには、水源の里条例に位置付ける地域への定住者には、月額５万円を半年間支

給し、当該地域への定住誘導を図っている。 

 

【今後の展開】 

現在、定住希望登録者は約６００人に及んでいるが、空き家バンクへの登録件数は

５０件であることから、空き家総数７６０戸のうち使用可能な６２６戸のうちから、

登録件数を増加させるよう取り組んでいくこととしている。 

さらに、今後は、交流から定住へとつなげるため、市単独の定住促進だけではなく、

特色ある京都府北部の５市２町・府が一つの定住圏として連携し、全国にＰＲすると

ともに定住促進施策の検討を行っていくとのことであった。 

 

【所感】 

綾部市は、市制施行時からの人口減少問題に、早期から対応してきたことにより、

限界集落対策、定住促進施策における先進自治体として全国的に認知されており、水

源の里条例や定住促進条例の制定など、市が一丸となって取り組んでいるのが印象的

であった。 

また、定住・地域政策課による各種施策の展開と、総合窓口による定住相談のワン

ストップ化は、丹波市と同様、今後、人口減少社会に対応していくべき自治体のモデ

ルとなる事例であった。同市における相談対応は、希望者の受け入れから、物件の情

報提供、契約締結、居住に至るまでのすべてをフォローするもので、移住・定住者の

不安に最後まで寄り添うことで、定住化に大きく寄与している。空き家を活用したこ

の取り組みは、職員体制・予算措置等の事情から他市がすぐに追従できるものではな
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いが、一つの失敗事例も出さないとする担当者の姿勢からは、人口減少を切実な問題

としている自治体職員としての強い責任感を感じた。 

なお、綾部市では、市内の１２地域を「小さな拠点」として位置づける、地域クラ

スター戦略に基づき、それぞれの地域の維持・活性化を図ろうとしている。 

一方、亀山市では、立地適正化計画等により、中心市街地に人口導引を図ることで

コンパクトシティ化を目指しているが、将来的には周辺地域の存続も危惧されるとこ

ろであり、末端の地域も守っていくという綾部市の考え方は、将来における市全体の

持続性を考えるに当たり、大いに参考にすべきであると思われた。 
 
 

綾部市にて 


